
 - 1 - 

八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合規約 

 

昭和５６年４月１日制定県指令市第１号 

改正 平成５年８月２７日県指令市第８４９号 

平成６年１１月１１日県指令市第１２２４号 

平成１２年４月２０日県指令市第５１９号 

平成１２年１１月１６日愛媛県受理 

平成１６年４月１日県指令１６市(合）第８号-１ 

     平成１６年１２月２８日県指令１６市（合）第３４３号 

平成１７年７月８日県指令１７市第５５７号 

平成１９年２月２１日県指令１８市第１３８１号 

平成２０年７月３１日県指令２０市第５３０号 

平成２３年１月２１日県指令２２市第１１３８号 

平成２６年２月１２日県指令２５市第９６５号 

令和４年１月２６日県指令３市第８４１号 

 

 （組合の名称） 

第１条 この組合は、八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合（以下「組合｣という。）という。 

 （組合を組織する市町村） 

第２条 組合は、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町及び伊方町（以下「関係市町」という。）をも

って組織する。 

 （組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。 

 (1）八幡浜・大洲地方拠点都市地域基本計画（以下「地方拠点都市地域基本計画」という。）に基づ

く広域的事業（ 関係市町の長の協議により組合で処理することとする広域的事業に限る。以下「地

方拠点都市地域に係る広域的事業」という。）の実施及び地方拠点都市地域基本計画に基づき関係

市町等が実施する事業（以下「地方拠点都市地域に係る市町事業等」という。）の連絡調整に関

する事務 

 (2）八幡浜・大洲地区運動公園の設置、管理及び運営に関する事務 

 (3）関係市町の職員の共同研修に関する事務（関係市町の任命権者の協議により組合で処理するこ

ととするものに限る。） 
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 （組合事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、大洲市大洲６９０番地の１大洲市役所内に置く。 

 （組合の議会の組織及び議員選出の方法） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は、１０名とする。 

２ 組合議員は、関係市町の議会の議長及び関係市町の議会においてその議員のうちから選挙された

者各１名をもってこれに充てる。 

 （議員の任期） 

第６条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議長及び議員の職にある期間とする。 

 （議長及び副議長） 

第７条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各１名を選出しなければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。 

 （組合の執行機関の組織及び選任の方法） 

第８条 執行機関として、組合に理事会を置く。 

２ 理事は、関係市町の長をもってこれに充てる。 

３ 理事会に代表理事を置く。 

４ 代表理事は、理事の互選による。 

５ 代表理事は、理事会の事務を処理し、これを代表する。 

６ 理事の任期は、関係市町の長として在任する期間とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。 

（会計管理者） 

第９条 組合に会計管理者１名を置く。 

２ 会計管理者は、代表理事の属する関係市町の会計管理者をもってこれに充てる。 

 （監査委員） 

第10条 組合に監査委員２名を置く。 

２ 監査委員は、理事会が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各１名を

選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年とし、組合議員のう

ちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。 

 （職員） 

第11条 組合に職員を置き、理事会がこれを任免する。 

 （組合の経費の支弁方法） 



 - 3 - 

第12条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市町の負担金、補助金、地方債及びその

他の収入をもってこれに充てる。 

２ 前項の負担金の分賦割合は、次のとおりとする。 

  (1）第３条各号の事務共通の経費及び議会費の分賦割合 

  イ 関係市町 均等割 ３分の１ 

  ロ 関係市町 人口割 ３分の２ 

 (2）第３条第１号の事務のうち、地方拠点都市地域に係る広域的事業の実施に要する経費の分賦割

  合 

   組合議会の議決を経て定めた割合 

 (3）第３条第１号の事務のうち、地方拠点都市地域に係る市町事業等の連絡調整に要する経費の分

賦割合 

  イ 八幡浜市 １００分の２７ 

  ロ 大洲市 １００分の２７ 

  ハ 西予市 １００分の２７ 

  ニ 内子町及び伊方町 １００分の１９。この場合において、これらの町の分賦割合は、均等割

２分の１、人口割２分の１とする。 

 (4）第３条第２号及び第３号の事務に要する経費の分賦割合 

   組合議会の議決を経て定めた割合 

３ 前項第１号及び第３号の分賦割合の算定に用いる人口は、当該負担金の予算の属する年度の直近

の国勢調査における関係市町の人口による。 

    附 則 

 １ この規約は、知事の許可のあった日から施行する。 

 ２ 組合は、組合設立の前日をもって解散する八幡浜・大洲地区運動公園事務組合、八幡浜・大洲

地区観光センター事務組合及び八幡浜・大洲地区公民研修センター事務組合の事務を承継する。 

    附 則 

  この規約は、知事の許可のあった日から施行する。 

    附 則 

  この規約は、知事の許可のあった日から施行する。 

    附 則 

  この規約は、愛媛県知事の許可のあった日から施行する。 

    附 則 
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  この規約は、平成１３年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この規約は、愛媛県知事の許可のあった日から施行する。 

    附 則 

  この規約は、平成１７年１月１日から施行する。 

    附 則 

  この規約は、愛媛県知事の許可のあった日から施行する。 

附 則 

１ この規約は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職する

ものとする。 

３ 前項の場合においては、この規約による改正後の規約第９条の規定は適用せず、この規約によ

る改正前の規約第９条の規定は、なおその効力を有する。 

    附 則 

  この規約は、愛媛県知事の許可のあった日から施行する。 

    附 則 

  この規約は、平成２３年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この規約は、平成２６年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

 


